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平成20年11月５日（水曜日）

午前10時０分開会

会議に付した案件

○概要説明

農政水産部

１．農業振興に係わる融資制度について

商工観光労働部

１．産業振興や新分野進出に係わる融資制

度について

２．農商工連携の取組について

○協議事項

１．次回委員会について

２．その他

出席委員（12人）

委 員 長 髙 橋 透

副 委 員 長 松 田 勝 則

委 員 緒 嶋 雅 晃

委 員 米 良 政 美

委 員 福 田 作 弥

委 員 野 辺 修 光

委 員 丸 山 裕次郎

委 員 萩 原 耕 三

委 員 松 村 悟 郎

委 員 太 田 清 海

委 員 新 見 昌 安

委 員 井 上 紀代子

欠席委員（２人）

委 員 中 村 幸 一

委 員 中 野 廣 明

委員外議員（なし）

説明のため出席した者

農政水産部

農 政 水 産 部 長 後 藤 仁 俊

農政水産部次長 西 田 二 朗（ 総 括 ）

農政水産部次長 伊 藤 孝 利（ 農 政 担 当 ）

部 参 事 兼 岡 崎 吉 博農 政 企 画 課 長

地域農業推進課長 上 杉 和 貴

担 い 手 対 策 監 山 内 年

営 農 支 援 課 長 吉 田 周 司

農業改良対策監 佐 藤 吉 史

畜 産 課 長 押 川 延 夫

商工観光労働部

商工観光労働部長 高 山 幹 男

商工観光労働部次長 河 野 富二喜

企業立地推進局長 矢 野 好 孝

部 参 事 兼 内枦保 博 秋商 工 政 策 課 長

工 業 支 援 課 長 森 幸 男

商 業 支 援 課 長 工 藤 良 長

経 営 金 融 課 長 古 賀 孝 士

労 働 政 策 課 長 押 川 利 孝

地域雇用対策監 金 丸 裕 一

企業立地推進局副参事 藤 野 秀 策

食品開発センター所長 青 山 好 文

事務局職員出席者

政策調査課主査 久 保 誠志郎

議 事 課 主 幹 日 髙 賢 治（ 議 事 担 当 ）

○髙橋委員長 ただいまから産業活性化・雇用

対策特別委員会を開会いたします。

先日は、県外調査、大変お疲れさまでござい
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ました。

まず、本日の委員会の日程についてでありま

すが、お手元に配付の日程案をごらんください。

前回の委員協議において、新分野へ進出する場

合の融資制度について要望がありましたことか

ら、まず農政水産部に、農業振興にかかわる融

資制度について御説明をしていただきます。次

に商工観光労働部に、産業振興や新分野進出に

かかわる融資制度について、さらに、調査委事

項であります、農商工連携の取り組みについて

説明をしていただきます。その後に、次回委員

会について御協議いただきたいと思いますが、

このように取り進めてよろしいでしょうか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○髙橋委員長 それでは、そのように決定いた

します。

なお、農政水産部につきましては、食の確保

・食の安全対策特別委員会にも呼ばれておりま

すので、円滑な進行に御協力をお願いいたしま

す。

また、前回の委員会で要求のありました資料

につきましては、委員会資料と一緒に事前配付

をしております。よろしくお願いします。

それでは、これから執行部の説明に入ります。

執行部入室のため、暫時休憩いたします。

午前10時１分休憩

午前10時２分再開

○髙橋委員長 委員会を再開いたします。

前回の委員会に引き続き、農政水産部におい

でいただきました。

それでは、概要説明をお願いいたします。

○後藤農政水産部長 おはようございます。農

政水産部でございます。本日はよろしくお願い

申し上げます。

座って説明させていただきます。

まず、お手元の特別委員会資料を１枚お開き

いただき、資料１ページをごらんいただきたい

と思います。本日は、御指示のありました、農

業振興にかかわる融資制度について御説明させ

ていただきます。御案内のとおり、本県の農業

融資制度は、厳しい農業情勢のもと、農家経営

の安定を図ることはもとより、新サンシャイン21

農業推進資金など本県独自の低利資金を充実す

ることにより、担い手育成や産地確立、さらに

は安全な食をはぐくむことなど、第六次宮崎県

農業・農村振興長期計画の主要施策推進を資金

面から支援しているところであります。詳細は、

この後、担当課長から御説明申し上げます。

私のほうからは以上でございます。

○吉田営農支援課長 営農支援課でございます。

農業振興にかかわる融資制度について説明をさ

せていただきます。

具体的な内容の説明に入ります前に、まず、

農業制度資金の概要について説明させていただ

きます。農業制度資金はさまざまな農業の取り

組みに活用できる資金で、国や県、市町村から

の利子補給、利子助成といった支援により、農

業者は低利で資金を借り入れることができるよ

うになっております。農業は一般的に、初期の

投資から利益を回収するまでの期間が長く、ま

た、気象条件等の影響を受けるリスクが大きい

など、他の産業分野とは異なった特質があるた

め、融資に関しましても民間の金融商品にはよ

りがたい性格を有しております。そこで、農業

施策を推進する上で必要な事業に対し利子補給

等を行うことにより、農業者へ低利の資金を供

給するために設けられているのが農業制度資金

であります。補助事業と並ぶ有力な政策誘導手

段になっております。また、農業制度資金は補
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助事業と比べまして行政の介入度合いが低く、

農業者の自主性をより生かした政策誘導を図る

ことができます。さらには、利子補給に伴う財

政負担が後年度まで及ぶものの、補助事業に比

べまして初期の財政負担が小さく、その分、対

象者数を拡大することができるという特徴を有

しております。

それでは、お配りいたしております資料の１

ページ目をごらんください。ここには、農業制

度資金目的別一覧ということで、主な農業制度

資金とその資金使途等を一覧で示しており、そ

れぞれの資金は丸印がついている取り組みに活

用できることとなっております。

一番左側の欄で資金の性質ごとの区分をして

おりますが、上から順に見ていただきますと、

まず、農業経営改善関係資金、すなわち農業経

営をよりよく、大きくするための資金としまし

て、農業近代化資金、農業改良資金、農業経営

基盤強化資金（スーパーＬ資金）、経営体育成強

化資金の４資金がございます。また、農業近代

化資金とスーパーＬ資金につきましては、資金

を活用した第六次宮崎県農業・農村振興長期計

画の重点施策に係る担い手の取り組みを支援す

るため、新サンシャイン21農業推進資金による

県単独の上乗せ利子補給を行って、貸付金利

を0.5％から1.5％まで引き下げ金利負担の軽減

を図っているところであります。新サンシャイ

ン21農業推進資金の対象となる取り組みにつき

ましては、表の中では「サ」と表示をしてござ

います。

次に、農業負債整理関係資金、すなわち農業

経営の立て直しをするための資金としましては、

農業経営負担軽減支援資金、畜産特別資金がご

ざいます。また、先ほど農業経営改善関係資金

として申し上げました経営体育成強化資金は、

負債整理関係資金としての機能もあわせて持っ

ております。農業経営負担軽減支援資金と畜産

特別資金につきましては、経営コンサルティン

グを受けながら積極的に経営改善を図ろうとす

る農業者の取り組みを支援するため、新農業経

営サンパワー資金による県単独の上乗せ利子補

給を行って貸付金利を1.5％まで引き下げ、金利

負担の軽減を図っているところであります。表

の中では「パ」と表示をしてございます。

その次のその他の資金の中には、認定農業者

向けの短期の運転資金であります農業経営改善

促進資金（スーパーＳ資金）、認定就農者のため

の無利子資金であります就農支援資金、中山間

地域の活性化を図るための中山間地域活性化資

金のほか、原油・家畜飼料価格の高騰に関し県

独自の支援策として創設いたしました宮崎県原

油・家畜飼料価格高騰対策農業緊急支援資金や、

県単独で利子補給措置を講ずる家畜飼料特別支

援資金があり、さらに、一番下の災害関係資金

には、天災融資法に基づき国が発動する天災資

金、県単独の災害資金である宮崎県農業災害緊

急支援資金、平成19年度に新たに公庫資金の農

林漁業セーフティネット資金がございます。

それでは、以上の資金のうち、本日の委員会

では農業振興にかかわる制度資金についてとい

うことで、農業経営をよりよく、大きくするた

めの農業経営改善資金につきまして、各資金の

概要を個別に説明させていただきます。

資料の２ページをお開きください。まず、１

の農業近代化資金についてであります。農業近

代化資金は、昭和36年に農業近代化資金融通法

に基づいて創設された資金であり、農業経営の

近代化を図るのに必要な経費を資金使途として

おります。農業用施設の整備、農業用機械の購

入、家畜の導入等に利用できる、身近で使い道
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の広い資金となっております。貸付限度額は、

個人が1,800万円、法人、任意団体が２億円で、

農業協同組合などは15億円であります。なお、

農業近代化資金と、後ほど説明いたしますスー

パーＬ資金には、平成19年度から３カ年の間、

国の無利子化措置が導入をされております。

次に、（２）の農業改良資金であります。農業

改良資金は、昭和31年に農業改良資金助成法に

基づいて創設された資金であり、農業経営の改

善を目的として、新たな農業部門の経営や農畜

産物の加工の事業を開始することなど、新たな

分野にチャレンジする農業者に対して優遇され

る無利子の資金であります。貸付限度額は、個

人が1,800万円、法人、農業者の組織する団体

が5,000万円となっております。この資金はこれ

までにもたびたび制度の拡充が図られてきてお

りますが、平成19年度からは地方公共団体の単

独補助事業の補助残部分が貸付対象に追加され

ております。さらに、ことしの９月からは、農

商工等連携促進法に基づく農商工等連携事業計

画の認定を受けた農業者及び中小企業者が貸付

対象者に追加されるとともに、農商工等連携事

業計画の実施に係る貸付については、償還期間

と据置期間が通常の貸付より２年間延長される

という優遇措置がとられることになったところ

であります。今回の制度拡充を通じまして農業

者と中小企業者の有機的な連携が図られ、それ

ぞれの経営資源の有効活用が促進されることに

より、今後、農業者及び中小企業者の経営の改

善や向上が進むものと期待をされております。

資料の３ページをお開きください。（３）の農

業経営基盤強化資金であります。この資金は、

農業経営基盤強化促進法に基づく認定に係る農

業経営改善計画等を達成しようとする農業者、

いわゆる認定農業者に対して融通される株式会

社日本政策金融公庫の資金であり、一般にスー

パーＬ資金と略称されております。貸付限度額

が、個人で１億5,000万円、法人で５億円あるこ

とに加え、資金使途が広く、償還年数も最長で25

年と長いことから、農業者の必要とする金額が

大きい場合にも対応できる資金となっておりま

す。なお、先ほど申し上げましたとおり、この

資金には、農業近代化資金とあわせて平成19年

度から３カ年間、国の無利子化措置が導入をさ

れております。

最後に、（４）の経営体育成強化資金でありま

す。経営体育成強化資金は、農業経営の改善を

図るための農地取得や設備投資のほか、負債整

理のための資金も借り入れることができます。

認定農業者以外の担い手向けの株式会社日本政

策金融公庫の資金であります。この資金の貸付

限度額は、個人が１億5,000万円、法人が５億円

となっております。

ただいま説明した４つの資金は、他産業から

法人が農業へ参入する場合にも活用できますが、

これらの資金を借り入れる際の一般的な手続フ

ローを４ページに示しておりますので、ごらん

ください。農業近代化資金、農業改良資金、ス

ーパーＬ資金、経営体育成強化資金の４資金に

つきましては、借り入れ希望者が農協や銀行等

の窓口機関のいずれか１つに借り入れの申し込

みを行えば、各融資機関が相互に連絡調整を図

りながら、４つの資金のうち借り入れ希望者に

最も適した資金が融通されるように融通審査を

進める仕組みとなっております。

続きまして、主な農業制度資金の融資実績等

について御説明いたします。資料の５ページを

お開きください。（１）の資金種類別の融資実績

としまして、平成18年度及び19年度の融資実績

と本年９月現在の資金の融資状況を示しており
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ます。本県の農業制度資金の融資実績は堅調で、

平成19年度の実績は、件数で922件、金額で132

億円余りであり、実績額の伸びは対前年比で26.2

％増となっております。特に農業近代化資金及

びスーパーＬ資金については、国が導入した無

利子化措置の影響もありまして、農業近代化資

金の融資実績額は対前年比14.5％増の67億6,700

万円で、前年度より８億5,600万円の増でござい

ます。スーパーＬ資金の融資実績額は対前年比36

％増の39億8,600万円で、前年度より10億5,400

万円の増と、いずれも前年度を大幅に上回る融

資実績となったところであります。平成20年度

の融資状況につきましては、まだ年度の途中な

ので数値のばらつき等はありますが、国の無利

子化措置が借受者に浸透し、引き続き、農業近

代化資金、スーパーＬ資金ともに堅調な伸びを

示しております。

次に、（２）の他産業から農業へ参入した者の

制度資金の活用状況についてであります。農業

制度資金を活用した他産業からの農業への参入

事例といたしましては、スーパーＬ資金に関し

まして、昨年度、建設業を中心に４件、約１億300

万円の農業への参入が見られたところであり、

今年度も酒造業者による和牛の肥育や食品スー

パーによる施設野菜の栽培など幅広い業種から、

９月現在で既に４件、約１億8,400万の参入が見

られているほか、さらに複数の相談が融資機関

に寄せられている状況にあります。

県としましては、本県農業のさらなる振興を

図るため、担い手の農業経営の改善や規模拡大

等に必要な資金が、資金需要に的確に対応し、

また低利で融通されるよう、引き続き各農業制

度資金に対する利子補給、利子助成を行うとと

もに、農業信用基金協会が行う機関保証制度に

対しても、債務保証基盤の強化に向けた補助を

行うことで資金の円滑な融通を図り、農業者の

農業経営改善に寄与してまいりたいと考えてお

ります。こうした取り組みのほか、農業制度資

金に関する情報提供や相談対応等の充実も図り

ながら、今後とも農業者に対する金融面からの

支援に努めてまいりたいと存じますので、よろ

しくお願いいたします。

私からの説明は以上でございます。

○髙橋委員長 執行部の説明が終わりました。

御意見、御質疑などがございましたらお願いい

たします。

○米良委員 例えば近代化資金とかの融資制度

というのは50有余年がたつわけですよね。我々

もそういう経験があるわけですが、課長からさっ

き説明がありましたけれども、初期投資から利

益を上げ、所得を上げるまでの期間というのが

非常に長いというのは、そのとおりだと思うん

です。そしてまた農業は確実性がない、所得保

証というか、これだけ借りてこれだけの農業経

営をやって、10年後、15年後にこれだけの所得

があってという計画が立たないところに悩まし

さがあるんですね。５ページで話がありました

ように、農業近代化にしても、18年、19年562

件、500台で実績が上がっています。これが多い

か少ないかはわかりませんけれども、20年の９

月現在で308というのは、減ってきた厳しさをど

う考えておられるのか。また、年度途中で308と

いうことですが、これまで利用された皆さんた

ちのその後の農業経営、あるいはその実態なり

追求調査した経緯があれば、どこかのファーマ

ーの実態でもいいですけれども、そこ辺はどう

ですか、調査したことがありますか。

○吉田営農支援課長 まず、19年度は562件で、20

年９月現在が308件ですけど、多分、去年を上回

るような勢いでまだまだ貸付としてはふえてく



- 6 -

る状況にあろうかと思っております。それほど

資金需要としては旺盛だと今感じているところ

です。

それと、調査をしたことがあるかという話で

すが、私どももスーパーＬ資金だとか農業改良

資金だとかそれぞれ使用された方々の調査等、

全部ではございませんが、抽出してさせてもらっ

ています。中には改良資金なんかで延滞が起こっ

たりというのもございますし、反対に大きく伸

びているような事業もございます。これは、そ

の時々の経営者の手腕と言うと怒られますが、

そういうところもあろうかとは思います。ただ、

先ほど申しましたように無利子化資金の３年間

のうちのあと１年というのもあるのかもしれま

せんが、そういう意味で、無利子のうちに20年

とか25年とか長期の資金投資をしていこうとい

う前向きな農業者の方も多くいらっしゃるとい

うように感じております。

○米良委員 最近、建設業の皆さんたちがやむ

なく廃業に追い込まれるという実態が出てきて

おるわけですが、そこの実態からすると農業支

援あたりが一番手っ取り早いんじゃないかとい

うことで、皆さんたちもそういう取り組みがな

されておるけれども、19年度３件しかないと。

それだけ農業というのは将来にわたる所得なり

確実性がないところに悩ましさを感じるんです。

だから、さっき言ったように、県の段階、市町

村の段階で追跡調査して結果を明らかにして

いって、未来に育っていく人たちに何らかの方

向性を与える意味で、そういうことも必要では

ないかなと思うものですからお尋ねをしたとこ

ろであります。

将来的に農業がどうなっていくかという不安

というのが昔からあるんです。こういう好条件

で融資制度なるものが出てありがたいけれども、

利用する側から立つと将来的な不安が払拭でき

ないところに非常に難しさがあると感じるもの

ですから、県内のこういう制度を活用した実績

を披瀝していくことも、これからの活用におけ

る拡充が出てくるのではないかと思うものです

から、そこ辺の将来的な考え方を、課長、どう

見ておられますか。

○吉田営農支援課長 委員のおっしゃるとおり

だと思っています。いろいろな優良事例集だと

か、国だとか何とかでまとめて資金の使途のこ

とをＰＲ等はさせてもらっておりますが、今おっ

しゃるようにもう少し掘り下げた検討もしてみ

たいと思っております。

○萩原委員 わからないところをちょっと教え

ていただきたいんですが、２ページ、農業改良

資金の「農商工等連携事業計画の認定を受けた

農業者」、この認定というのはどこが認定するわ

けですか。

○吉田営農支援課長 これは中小企業と農林の

間でございますので、農商工連携等の事業計画

の認定を国が行うことになってございます。

○萩原委員 口では「国が行うこと」となるけ

ど、具体的にもうちょっと教えてください。

○吉田営農支援課長 経産省と農水との共管で

やっていると思います。

○萩原委員 ４ページ、実際、借り入れ希望者

が窓口機関に相談する。農協、銀行、農林中金、

公庫等とあるんですが、実態は農協が中心なん

ですか。それとも農林中金と農協が半々なのか。

この辺はどうですか。

○吉田営農支援課長 基本的には農協が多いと

思います。特に系統の農家の皆さんは農協に当

然行かれると思いますので、農協が多いと思い

ます。

○萩原委員 商工関係ではよく保証協会が間に
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入っておるわけですが、それは保証協会も関係

するわけですか。

○吉田営農支援課長 農業のほうも農業信用保

証協会がございますので、そちらでやっており

ますし、当然、系統も公庫もですし、今は太陽

銀行さんもそこに加入してもらってございます

ので、太陽銀行さんでも近代化資金等は借り受

けができるようなシステムになっております。

○萩原委員 関連するんですが、今、こういう

経済の状況ですから、「貸し渋り」だとか「貸し

はがし」だとかよくはやった言葉ですが、それ

と保証協会と金融機関と借り入れ申し込みを３

者でキャッチボールするとか、そういうことは

ありませんか。

○吉田営農支援課長 今、貸しはがしだとか貸

し渋りだとかという話があるんですが、基本的

に農業の制度は、国の財政投融資資金を使った

スーパーＬだとか、国と県が出す農業改良支援

資金でございます。民間の資金を使ってという

のは近代化資金が主でございますが、農業近代

化資金は基本的には農協さんのお持ちの資金で

融通をしてまいりますので、私が今思っている

限りでは、少なくとも貸しはがしとかはないだ

ろうと思っています。

ただ、おっしゃるように今、経済状況が大変

厳しゅうございますので、借り受けを申し込ん

だときの経営計画、借り受けて償還の計画、こ

の辺についての精査は、金融機関でございます

ので十分審査をされるだろうというふうに思っ

ております。ただ、基金協会の保証もつけます

ので、近代化資金等で余りそういうことで滞る

ようなことはないというふうに感じております。

○萩原委員 農協の話、正式に調べたわけでも

ないんですけれども、商工業の負債も大きいが、

農家の皆さんの負債も大変な額だと、こういう

ふうに聞いております。これは根拠のある話じゃ

ないんですよ。そういうことを伺っていまして、

農協の金融部門の皆さんも農家をつぶすにつぶ

せないという実態があるというんです。その辺

はどのように把握していらっしゃいますか。

○吉田営農支援課長 確かに大変厳しい部分が

あるんでございますが、今、私どもは、農業者

の経営改善といいますか経営支援に力を入れて

いかなくてはいけないと思っておりまして、県

と農協団体、経営支援センター等も介しまして、

成績の悪い方のコンサルティングも行いますし、

通常に稼働されている方々のもふだんからてこ

入れをしてというか健康診断みたいなことをし

ながら、技術を高め、いいものをつくりという

ようなことでの支援をしながら、金融の資金な

り回収ができるようにやっていきたいというこ

とで、支援を一生懸命行っているところでござ

います。

○福田委員 私どものこの特別委員会は、先々

週、大分県と福岡県を調査いたしました。私ど

も議会、なかなか地元を調査する機会は少ない

んですが、今回はあえて私どもの委員会、九州

内を視察調査したわけであります。その中で感

じましたことは、大分、福岡は地の利を得て、

いろんな企業が立地をしまして、うらやましい

限りでありますが。

それはさておきまして、帰りの電車の中でお

互いに話したことは、宮崎県は最終的には食と

農で生きる以外に方法はないなということを実

感として感じました。将来の九州道の移行等も

配慮しながら考えたんですが。と申しますのは、

大分にしましても福岡にしましても、すぐれた

企業立地のインフラが整備されてましてびっく

りしました。日産の自動車工場を見せていただ

きましたがですね。
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そこで、私は、農政に関しましては宮崎県は、

いろいろ問題点の指摘はありますが、北海道と

並んで頑張ってきた県だと思っています。この

制度資金の利用等につきましてもよくやってき

たと。私も現場に長くおりましたからわかって

いるんですが。しかし、どうしても落ちこぼれ

が出ます。その辺のフォローが行政もＪＡも若

干弱かったかなという気がいたしておるわけで

あります。

そこで本論でありますが、本県が地場産業の

活性化をやる場合に食と農を抜きには考えられ

ない。特に農商工連携は国が打ち出した制度で

ありますが、これを利用しまして、特に農林漁

業金融公庫等が合併しまして農も商も政策銀行

として一体化しましたから、これをチャンスに

宮崎県で食と農を一体化した産業を興すべきだ

と考えておりまして、過去も何回か私はそうい

う質問を本会議でいたしましたが、例えば宮崎

港あたりは食の企業を興すにはうってつけの用

地がまだ残っているんです。

なぜ私が食の問題を申し上げるかと申します

と、かつては食品産業というのは外国から輸入

しました原材料を中心に加工をやっていました

から、宮崎は不向きだったんです、輸入基地か

ら遠いですから。ところが、消費者、国民の国

産志向、安全・安心志向から国産に大きく目が

シフトしましたから、この際チャンスだと思う

んです。今回の先々週の九州内の視察から感じ

取ったんですが、宮崎県は北海道と並んで、東

京都知事あたりが、将来、東京都民の台所を守っ

てくれるのは、北のほうは北海道、南のほうで

は南九州しかないと言っていますから、いろん

な流通等についてもお手伝いしますよとまで

おっしゃっているんですから、ぜひ取り組んで

ほしいなと思いますが、今の情勢変化。一般の

企業は非常に金融はタイトですよ。しかし、農

業金融に関しましてはまだまだ余裕がいっぱい

ありますから、受け手がしっかり営農経営をで

きるとすればですね。あるいは食品関連とかで

すね。考えますが、いかがでございましょうか。

○吉田営農支援課長 委員おっしゃるとおり、

北海道は格別でございますけれども、制度資金、

特にＬ資金は全国で２番とか３番というぐらい

の実績をずっと上げてきておりまして、やらせ

てもらっています。それと今、国産に対するフ

ォローの風がいっぱい吹いていると思いますし、

食料産業クラスターということで、農商工の連

携をおととしぐらいから先取りをして進めてお

りますので、私どもの持っている農産物、農業

側の資源をうまく中小企業の皆さん、メーカー

の皆さんとマッチングをさせて、商品ができる

ような取り組みに力を入れていきたいと、私ど

ものほうから積極的に中小企業の皆さん方にも

働きかけをしてまいりたいというような意欲を

持っておるところでございます。

○福田委員 もう一点ですが、今、そう言いな

がらも農業者の負債というのは、萩原委員指摘

のとおり非常に大きいわけですね。建設業だけ

が目につきますが、建設業の場合は金融の流れ

というのが手形とか小切手を使っての決済であ

りますから、即表面化するんですが、農業金融

の場合はそういう決済手段を使っておりません

から表面化しません。だけど、金額的には同じ

ようなものがあるのかなと私は見ておるんです。

そこで、ぎりぎり、何とか手を差し伸べれば生

き上がれる、立ち上がれるという農家について

は、もう一回、先ほど詳しく説明がありました

農業負債整理関連の資金をうまく活用する手立

てを行政として考えてほしいなと思うんです。

これをやらないと、宮崎県の農業はそれこそ生
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産力を急速に失うような気がするんです。私も

現場におりまして、ぜひ救ってやれと、そうい

うことを盛んに言うんですが、一方では金融の

融資機関としての債権保全の立場がありますか

ら厳しいんでしょうけど、しかし、「救えるもの

は救ってやらんと、宮崎県は農業県ではなくな

るよ」と言っているんです。ぜひこの辺の指導

もお願いしたいと思いますし、また、行政とし

ての手立てもないと融資機関として厳しいと思

いますから。

○吉田営農支援課長 今おっしゃるとおり、我

々も経営支援センター等と連携しながら、各Ｊ

Ａの皆さんとも手を組みながら進めてまいりた

いと思っておりますし、サンパワー資金等もご

ざいますので、資金面からも応援をしながら進

めたいと思っております。

先ほど農商工連携の件で農水と経産省と発言

しました。後ほど商工のほうで詳しく説明があ

ると思いますので、そちらのほうでよろしくお

願いしたいと思います。

○髙橋委員長 委員の方々にお願いがございま

すが、先ほど申しましたように農政水産部は他

の特別委員会にも呼ばれておりますので、簡潔

な御質疑をお願いします。

○丸山委員 前回、委員会資料を要求した中で、

建設業から新分野に移行ということで22件の申

し込みがあってそれぞれ交付されていまして、

そのうちの農林業関係が17件出ています。大

体100万円が上限の交付金であって、その後、実

際農業なり林業を担っていくためには資金をい

かに借りていくかということなんですが、今回、

融資の話は建設業からは１件しか来ていないと。

これがとまっている理由は何かと分析している

のか。本来もうちょっと融資資金なり制度資金

を使いたいけれども使えない状況があるんじゃ

ないかというふうに思っているんですが、その

辺の分析はしていらっしゃいませんか。

○吉田営農支援課長 私どもが公庫のほうから

聞いているところでは、先ほど実績４件と申し

ましたけど、ほかにも多数案件として上がって

きておりますので、その中で建設業者が何件か

というのはある程度は把握しております。もう

少し把握はしたいと思います。

○丸山委員 建設産業とか土木もですが、借り

るときに、農協なり市中銀行、公庫を含めて、

新しいところには実績がないから貸さないとい

うのが大きなネックになっているというのをよ

く聞きます。お金が回らないと新しい産業に入

れないと思っておりますから、その辺をどのよ

うに公庫なり市中銀行に話をしているのか、県

の体制をお願いしたいと思います。

○吉田営農支援課長 金融部会とか話はかか

わってくると思います。少なくとも技術屋サイ

ドから言えば、借受者にとっていい方向に進む

ような指導なり発言をしてきておると思います。

初めて取り組まれる事業であれば、特に技術的

な裏づけとかが大変大事だろうと思いますので、

その辺も含めて普及指導等しっかり取り組んで

いく必要があろうかと考えております。

○丸山委員 要望ですが、いろんな資金を県が

出していただいておりますけれども、新規参入

に関して借りられない人が多いということであ

りますので、十二分に銀行サイドのほうに助言

をしていただければありがたいと思います。

○野辺委員 融資実績についてお尋ねしたいん

ですが、農業改良資金は無利子なのに、なぜ資

金需要がないのか。特別何か制約があるんでしょ

うか。

○吉田営農支援課長 我々もすごく心配をして

いるというか、無利子でなぜふえないんだろう
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かと思ったりするんですが、一つには、農協に

借りに行かれたときに、近代化資金とかふだん

使いなれた資金のほうを担当者が誘導するとい

うとおかしいですけど、そういう話がある。今、

一生懸命改良資金の振興を普及センターを使っ

てやっております。ことしはそういうことであ

る程度数が上がってきております。それと補助

残融資にも使えるというところがございますの

で、ヒートポンプを入れて、その後の補助残に

とか、ある１件は、都城のほうでは交配事業の

補助残を改良資金でやりたいとか、そういう意

味で少し掘り起こしが進んでまいりました。私

どものＰＲも多少足りなかったのかもしれませ

ん。

○野辺委員 近代化資金、Ｌ資金がすべてでな

いと思いますが、19年から21年まで国、県、市

町村の利子助成があるために、末端は最終的に

はゼロパーセントということになって、非常に

資金需要がＬ資金にしても増してきて枠が余り

ないと聞いているんですが、これは当初、３年

間じゃなくて２年ぐらい延ぶんじゃないかとい

うことも言われておったと思うんですが、その

ような方向には行ってないんでしょうか。

○吉田営農支援課長 今、私が聞く範囲では、

もともと用意していた予算額を突破するような

勢いですごく伸びているというお話で、とりあ

えず国は３年を限度にというふうに今は言って

おるようでございます。

○野辺委員 この資金によって宮崎県の農業は

大分進んできたと思いますので、これは部長に

もお願いしておきたいんですが、国に向かって、

延長できるような方法で取り組みを要望してい

ただきたいとお願いいたします。

○太田委員 融資する場合、農業信用保証協会

とか活用しながらという説明もありましたが、

一般的にこういう融資というのは、担保とか連

帯保証人とかは普通の融資と同じ対応をされて

いるということでしょうか。

○吉田営農支援課長 今、保証協会のほうで保

証をかけるということで、いわゆる第三者の人

たちを巻き込まないようにしようということで

進めております。

○太田委員 土地とか担保をとらないというこ

とですか。

○吉田営農支援課長 はい。基本的にはその物

件以外の担保はとらないようにということで、

保証協会のほうでというふうにお願いしており

ます。

○太田委員 法人が参入をしてきたということ

で５ページに書いてありますが、これらの法人

は、建設業、酒造業ありますけど、別途、農業

法人という形をとらざるを得ないのか。

それと、貸付限度額等の説明の中に、個人、

法人、任意団体という記述もありますが、農業

法人とか何らかの形態をとらないといかんのか。

もう一つは、任意団体というのは、どんなの

が任意団体なのか教えてください。

○吉田営農支援課長 基本的には、スーパーＬ

とか無利子化の話になると認定農業者になって

もらわなくてはいけません。

任意団体につきましては、農業者が複数集まっ

て一緒になって規約その他等定めて、代表者を

定めてやっていただければ結構だと思います。

それと、認定農業者でない方は、もう一つの

経営資金のほうでやってもらえばというふうに

思っております。

○太田委員 今のでわかりましたが、５ページ

の建設業として入ってきた人は、単に建設業の

法人でやられるということですか。

○吉田営農支援課長 これはスーパーＬ資金を
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利用されていますので、認定農業者になってお

られます。

○上杉地域農業推進課長 補足説明を申します

と、建設業とか酒造業とかございますけれども、

農地を使って農業をする場合には、そのままの

形態では農地法上、農地を取得することはでき

ませんので、農業生産法人という形で法人を新

たに立ち上げて入っていただくということにな

ります。ただし、それは農地制度上の話ですの

で、資金とはまた違う話でございます。

○新見委員 不勉強なので教えてください。４

ページのフロー図の右下にあります特別融資制

度推進会議、これがよくわからないので、どう

いった組織なのか。構成メンバーとか、どこに

あるのか。

○吉田営農支援課長 先ほど金融部会と申しま

したけど、農業会議の皆さんとか行政とか普及

とか関係者が集まりましてこの案件の審査を行

います。そういう部門を持ちます。

○新見委員 ということは、案件が上がった都

度招集して協議するということですか。

○吉田営農支援課長 一月に１回とか各市町村

でやっております。

○緒嶋委員 数字のことは別ですけれども、福

田委員も言われたように、宮崎県の農業は付加

価値をつけて出さなければ、流通の関係で競争

には勝てんわけですよね。輸送コストもかかる

わけです。そうなると農商工連携というのが特

に重要になってくるわけです。そういう連携を

強化するための対策会議というのは頻繁に行わ

れておるのかどうか、組織的にどうなっておる

のか。

○吉田営農支援課長 今までは、どちらかとい

うと農政は農政の中で仕掛けて、食料産業クラ

スターというので個別に中小企業とお会いして

広げていっていたんですが、今回こういうこと

で、商工と私ども一緒になって掘り起こしを行

いながらやっていきたいと思っております。

○緒嶋委員 その協議会というのは明確にある

わけですか。

○岡崎農政企画課長 農商工連携につきまして

は、農商工連携の施策の庁内連絡会議というの

をことしの６月に設置しまして、その中でやっ

ております。

○緒嶋委員 庁内だけでは私はだめだと思うん

です。ＪＡとか商工会、中小企業団体とか入れ

た中でやらんと、器の中の協議だけでは発展性

がない。そういう意味では地域全体、県全体を

挙げた形の中でそういうものをつくっていくこ

とが必要で、これは商工にも言いますが、農商

工ですから農が中心にならないかんわけだから、

それぐらいの意欲を持って体制を整えて、宮崎

の将来のためには、企業誘致も大切だけど、地

場産業としての農業を中心とした将来の展望と

いうのを農業が中心になってリードしていく、

それぐらいの気持ちでやっていくべきだと思い

ますので、そのことを強く要望しておきます。

○井上委員 我が県の方向性と日本の国の方向

性というのは、福田委員が言われた方向だと思

うんです。金融立国よりか食の安全とか環境、

エネルギー、その方向に国も行くべきだという

ふうに私も思っていて、大賛成なんです。先ほ

ど緒嶋委員からもありましたけれども、その方

向にどんどん進んで行くと思うんですが、そう

いう方向で資金のあり方も、農商工連携のあり

方も見ていると、大規模農業化していく可能性

というのは非常にあると思うんです。どんどん

そっちの方向。宮崎は小さな農家の方が非常に

多いわけです。その方たちはどうなっていくの

かというのも心配なんですけど、それについて
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はどのようなお考えを農政のほうはお持ちなの

か。どなたでもいいですが、お聞かせいただき

たい。

資金面も含めて大規模な方向にシフトしてい

る。以前の回収不能だった分はどのくらいある

のだろうかとか、ある意味では上がってきてい

る数値も借りかえなのかとか、ちょっと疑問も

持つんですけれども、資金面から見ると大規模

化をどんどん進めるという方向になっていくの

かなという思いがしてならないんです。小さい

農家に対する対策というのはどうなっているの

か、そこだけ教えてください。

○上杉地域農業推進課長 一般論として、国の

施策もそうですけれども、基本的に、意欲ある

担い手、例えば認定農業者とか法人、集落営農

組織等に限られた予算を投入していく、集中化

していくという大きな考え方があるかと思いま

す。その中で、山間部などの小規模な農家を今

後どうしていくのかという議論ももちろんある

かと思います。それにつきましてはさまざまな

支援の中で対象としていかなければいけないん

ですけれども、大きい考え方としましては、施

策を認定農業者や法人に集中していくというの

があります。小規模な農家は集落営農組織とか

に積極的に入ってもらって、そういう中で活動

していく形になるかと思います。いずれにしま

しても、小規模農家をこれからの担い手の育成

の中で完全に切り捨てていくといったものでは

ないと思っています。

○井上委員 大規模化していく農業と集落営農、

それをどんなふうにすみ分けして、どっちもが

うまくやっていけるようにしていくことは非常

に大事なのかなと思うんです。小さいところに

は地元の持っている味みたいなのがすごくある

ので、そこをどうやって生かしていくかという

ことをぜひ考えていただいて、一方は大規模化

していく、一方は小規模だけれどもそこに味が

ある、それに付加価値をつけていくという考え

方を持っていただいて、資金的な援助もそこに

しっかりと下支えができるようにですね。余り

大きな金額だと払えないということもあると思

うんですけれども、そういうのを手当てをして

いただくと、二頭立てみたいな感じですごくい

いのかなと思うので、そこもまた心を込めてやっ

ていただけたらいいのかなと思います。

○髙橋委員長 委員の皆さん、よろしいでしょ

うか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○髙橋委員長 それでは、これで質疑を終わり

ます。

執行部の皆さん、御苦労さまでした。

暫時休憩いたします。

午前10時54分休憩

午前10時58分再開

○髙橋委員長 委員会を再開いたします。

前回の委員会に引き続きまして商工観光労働

部においでいただきました。

それでは、概要説明をお願いいたします。

○高山商工観光労働部長 おはようございます。

商工観光労働部でございます。

本日は、お手元にお配りしております特別委

員会資料の下のほうの目次のとおりでございま

すが、まず、農商工連携の取り組みについて、

そして２点目、産業振興や新分野進出にかかわ

る融資制度について、この２点につきまして御

説明をさせていただきます。それぞれ担当課長

より御説明させていただきますので、どうぞよ

ろしくお願いをいたします。

私からは以上でございます。
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○森工業支援課長 それでは、農商工連携の取

り組みについて御説明いたします。

委員会資料の１ページをお開きいただきたい

と思います。まず、国の取り組み状況でござい

ますけれども、「中小企業者と農林漁業者との連

携による事業活動の促進に関する法律」、いわゆ

る「農商工等連携促進法」が本年の５月に成立

をいたしまして、７月に施行されております。

本法律は、農林漁業者と商業、工業等の産業間

連携により地域経済を活性化することを目的と

いたしております。

この内容でございますけれども、２のスキー

ム・支援措置でございます。まず、図の左側の

部分でございますが、中小企業者と農林漁業者

の連携体が共同で事業計画を作成し、国に申請

して認定を受けますと、中小企業信用保険法の

特例措置、それから債務保証、融資制度、設備

投資への減税などの各種支援措置が活用できる

というふうな仕組みになっております。図の右

側の部分は農商工等連携の取り組みを支援する

公益法人等に対する支援措置でございます。

次に、資料の２ページをお開きいただきたい

と思います。支援の流れでございます。上段の

大きな枠で囲んだ部分、①事業者への支援でご

ざいますが、まず、農商工連携の取り組みを支

援する機関といたしまして、経済産業省におき

ましては地域力連携拠点として県の産業支援財

団など県内の５つの商工団体が指定されており

ます。また、右のほうでございますけれども、

中小企業基盤整備機構の各支部に設置されてお

りますハンズオン支援事務局、それから農水省

におきましては県中小企業団体中央会内に食料

産業クラスター協議会が設置されております。

これらの支援機関が事業計画作成や事業化など

各段階に応じて経営相談、専門家派遣などの支

援を行うことといたしております。さらに、事

業計画が認定された後は、先ほど御説明いたし

ました債務保証や融資制度などの支援措置のほ

かに、右の下のほうに網かけで記載しておりま

すが、農商工等連携対策支援事業などの事業が

ございます。これらによりまして試作品開発や

展示会出展などの事業化の段階に応じて国の補

助事業が活用できるというふうになっておりま

す。

下段の②支援機関への支援は、農商工等連携

の取り組みを支援する公益法人等についての支

援の流れでございます。こちらも指導、アドバ

イス、セミナー開催等について国の補助事業が

活用できるようになっております。

資料の一番下でございますけれども、この法

律に基づきます事業計画認定の第１号といたし

まして、本県におきましては、株式会社コムテッ

クと農家との連携体が行います事業、それから

霧島工業クラブが行います支援事業が９月19日

に国の認定を受けたところでございます。

次に、資料の３ページをお願いいたします。

「みやざき農商工連携応援ファンド創設事業」

でございます。農商工等連携促進法に基づきま

す国の支援措置につきましては、ただいま御説

明いたしましたように基本的には国の事業計画

の認定が必要でございます。しかしながら、本

県は農林水産業やこれらに関連した産業が基幹

産業であるということにかんがみまして、国の

認定がない取り組みでも、この応援ファンド事

業を実施することによりまして本県独自に支援

できる仕組みを構築いたしまして、農商工連携

をさらに促進していこうと考えているものでご

ざいます。

２の事業概要でございますけれども、農商工

連携事業の支援を目的としたファンドを創設い
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たしまして、その運用益でもって助成を行うこ

とといたしております。ファンドの総額は25億

円でございまして、内訳といたしましては、中

小企業基盤整備機構から20億円、宮崎銀行、宮

崎太陽銀行、宮崎県信用農業協同組合連合会か

ら総額４億9,000万円、それに県が1,000万円と

いうふうな内訳になっております。ファンドの

設置期間は10年間で、管理運営は県の産業支援

財団で行うことといたしております。運用益で

行います助成事業につきましては、表にござい

ますけれども、①が農林水産物を活用した新商

品・新サービスの開発や販路開拓等の取り組み

を支援する事業、②が農林水産物の生産や加工

に必要な機械、装置、生産システム等の開発・

研究を支援する事業でございます。③が農商工

連携を支援する公益法人等が行う助言・指導等

を支援する事業でございます。なお、補助率、

融資限度額の詳細につきましては、現在、国の

補助事業などと重複しないようにということで、

詳細を検討中でございます。

続きまして、３事業実施までのスケジュール

でございますけれども、中小企業基盤整備機構

からの20億円につきましては既に内定をいただ

いております。さらに、９月の議会におきまし

て議決をいただいておりますことから、現在、

中小企業基盤整備機構への借り入れ申請作業を

行っているところでございまして、来年３月に

貸付金の交付を受けた後に、県の産業支援財団

にファンドを創設することといたしております。

なお、助成事業の公募につきましては来年４月

以降に実施する予定でございます。

続きまして、資料の４ページでございます。

ファンドのスキームを示した図でございますけ

れども、中小企業基盤整備機構から県が無利子

で20億円を借り入れまして、これに県が1,000万

円を加えて合計20億1,000万円を県の産業支援財

団に無利子で10年間貸し付けを行うことといた

しております。なお、県内金融機関からは、県

の産業支援財団に対しまして合計４億9,000万円

を直接低利で融資をしていただくことにしてお

ります。運用益につきましては、現時点では利

回りを1.5％程度と想定いたしまして年間3,400

万円程度を見込んでおります。

図の右の下のほうでございますけれども、本

事業の推進に当たりましては、庁内の連絡会議

や、今後設置予定の関係団体等で構成しますネッ

トワーク協議組織、さらに地域力連携拠点等の

支援機関や県食品開発センターなどの関係機関

とも連携しながら推進していくことといたして

おります。

説明は以上でございます。

○古賀経営金融課長 ５ページをお願いいたし

ます。県の中小企業融資制度の中で新分野進出、

産業振興に係る貸付につきまして御説明申し上

げます。

まず、１の創業・新分野進出支援貸付でござ

います。融資対象者は、新たに事業を開始する

者、または新分野へ進出する者となっておりま

して、融資限度額は、運転資金で１億円、設備

資金で１億円ということになっております。融

資利率は、借り入れ年によって異なりますけれ

ども、年2.0～2.5％となっております。補償料

率は、経営状況によって0.4～1.5％ということ

になっております。

続きまして、２の企業立地促進貸付でござい

ます。融資対象者は、県の誘致企業、または投

資額が5,000万円以上で、かつ操業開始以降１年

以内に常時雇用する従業員が新たに10人以上見

込まれる者等となっております。融資限度額は、

運転資金で２億円、設備資金の場合は20億円と



- 15 -

なっております。

続きまして、３の魅力的な商店・商店街支援

貸付でございます。融資対象者は、店舗、駐車

場等の新増設、空き店舗への移転、商店街の整

備、観光施設整備等となっております。融資限

度額は、運転資金と設備資金合計で5,000万円と

なっております。

４の快適な環境・職場づくり支援貸付でござ

いますが、融資対象者は、公害対策、環境対策

を行う者、従業員向けの福利厚生施設、子育て

支援施設、雇用の拡大（２名または１名以上）

を伴う施設整備を行う者。融資限度額は、設備

資金、運転資金合わせまして5,000万円となって

おります。

最後に、５のみやざき地域資源活用貸付でご

ざいます。融資対象者は、地域資源活用プログ

ラムに基づく認定、経営革新の認定、昨年から

県のほうでやっております「頑張る中小企業」

の表彰を受けた者となっております。融資限度

額は、運転資金、設備資金合わせまして5,000万

円となっております。

その融資状況でございますが、６ページをご

らんいただきたいと思います。本年４月から９

月までのただいま御説明申し上げました貸付の

融資実績でございます。まず、創業・新分野進

出支援貸付でございますが、57件の５億5,240万

円、融資残高で741件の48億8,337万1,000円と

なっております。以下、同様に表に記しており

ます。合計で78件の15億7,610万円の融資を行い

まして、融資残高が1,068件の151億8,237万4,000

円となっております。以上でございます。

○髙橋委員長 執行部の説明が終わりました。

意見、質疑などございましたらお願いいたしま

す。

○福田委員 産業支援財団の情報誌、冊子が議

員に送ってきますよね。あの中に、きょう説明

いただいたコムテックのいろんな記事が載って

おりました。私は前々から、発情を管理するシ

ステムを開発されたということは非常にすばら

しいなと、宮崎県の和牛500億円産業の救世主か

なということを見たんです。というのは、１母

牛が１年１産できるシステムをつくるわけです

からね。問題はこれからだと思うんです。非常

にまだ普及率が低いように書いてございますか

ら、農政と連携をされて、コムテックの情報管

理システムが県内の和牛繁殖農家に早急に普及

するようなシステムをつくってあげないと、コ

ムテック独自ではちょっと無理じゃないか。ま

た、せっかくいいもの（いいものという前提）

を開発されながらポシャる可能性があるなと、

きのうの冊子を見ながら考えたんですが、その

辺のフォローはどうされていますか。

○森工業支援課長 今回のコムテックの事業に

つきましては、システムは開発はしたんですけ

れども、ちょっと使いにくいというところがご

ざいまして、その点を改善しようということで、

地域の農家４軒と組みまして、そういうふうな

情報が出ましたら携帯電話もしくは農家にファ

クスで自動的にそういう情報が行くようにとい

うシステムをまず開発しようということでござ

います。この辺の利便性が改善されますと、な

お商品としての価値が高まりますので、より普

及しやすくなるのではないかと思っております。

あわせまして、農政との連携につきましては、

逐次そういった情報交換をいたしておりますの

で、商品の普及につきましては農政と連携をと

りながらやっていきたいと思っておるところで

ございます。

○福田委員 今の説明で直感したんですが、牛

の足に装着をする器具のようですね。運動量に
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基づいて発情が来ているかどうかをチェックす

るということですから、もちろんインターネッ

ト等のシステムでやるのも大事と思いますが、

生き物ですから、朝夕農家は管理をしているわ

けです。そこにコムテックが開発した足に装着

したものが、万歩計のような数字が出ることで

簡単に見れるんですね。発情を迎えた牛につい

ては迎えていない牛よりも運動量が多いという

ことにヒントを得てこれは開発されたようです

から、商工と農政の畜産の関係と連携しなけれ

ばその辺のひらめきがないと思うんです。今の

説明を聞いておってもね。大事ですから、口で

農商工連携だけではだめですね。実際現場に出

向いて、それが本当に使える。せっかく第１号

で認定されたんですから、これが全国１、２位

を争う和牛生産県の宮崎県で普及しなければ、

ほかに普及することはないと思うんです。例え

ば、まだあるんですよ。都城で開発された誘導

レール、都城の小さな鉄工所が開発したんです

が、牛の競りのときにずっと引っ張っていける。

あれも宮崎県で開発されました。それから競り

市の電光掲示板、これも延岡の小さなコンピュ

ーター会社が開発しました。これも全国に広ま

りました。そういうふうに応援をしてやると広

まるんです。ぜひ内部の連携をつけて、よりよ

きものが開発されて普及しますように尽力して

ください。

○丸山委員 農商工連携は、農政局、また経済

産業局が認定するというふうになっているんで

すが、県として10年間にどれくらいの認定をし

てほしいというような全体の計画があるのか。

まずそれをお伺いしたいと思います。

○森工業支援課長 国におきましては５年間

で500件という目標を掲げております。したがい

まして、各県で割りますと単純計算で年間２～

３件という割合かと思います。

○丸山委員 ２～３件受ければ、来年度から運

用益だけで3,400万がそこにしか使えないという

ふうになるわけですか。

○森工業支援課長 今申し上げましたのは国の

法律に基づきます計画でございまして、これと

は別途、県のほうでファンドをつくりましてやっ

ていきますけれども、今のところは全体で20件

から25件ぐらいを県のほうで応援していきたい

と考えております。

○丸山委員 国が認定する２～３件と県が20

～25件支援しますよと、この差はどういうふう

に考えればいいのか。国から認定されれば有利

な融資制度等あったり減免があったりすると思

うんです。その辺がわかりづらいものですから、

それを少し詳しく教えていただきたいと思いま

す。

○森工業支援課長 国の補助事業につきまして

は１件当たり3,000万とかそういうふうな金額に

なっております。県のほうで今考えております

のが、数百万、500万ぐらいの規模を考えており

ます。したがいまして、規模の大きなものにつ

きましては国の認定制度を使っていただこうと、

もう少し規模の小さいものにつきましては県の

ほうで支援をする。あるいは県のほうで支援し

たものがだんだん事業が大きくなって、もう少

し大きなものをやりたいという場合につきまし

ては、国のほうの補助事業につないで大きくし

ていきたいと、そういうふうなことを今考えて

おります。

○丸山委員 ４ページに推進するためのネット

ワーク会議を設置する予定というふうに書いて

あるんですが、早くこれを立ち上げていかない

と、先ほども農政の中で、県庁内部は会議があ

るけれども、実戦部隊のところを立ち上げない
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といけないという緒嶋委員の指摘もありました。

これを早目に立ち上げてほしいと思っているん

ですが、立ち上がっていない理由は何があるん

でしょうか。

○森工業支援課長 現在、国のほうに20億円の

申請作業をやっております。その中で細かな条

件も国のほうに出すようになっておりまして、

その辺の詰めがまだ詰め切れていないと。でき

ましたら、先ほど申し上げました補助率、それ

から補助の限度額とか、どういうふうな考え方

でこの事業を実施するんだというようなところ

をもう少し詰めまして、それをもとにネットワ

ーク会議を開きたいと考えておりまして、その

関係で少しおくれているという状況でございま

す。

○丸山委員 いずれにしても、国の関係もある

と思いますが、早く立ち上げていただかない

と、10年後、農商工連携が飛躍するか飛躍しな

いかによって宮崎県の存亡がかかっていると思

うものですから、しっかりやっていただきたい

と思っております。

県内の企業だけなのか、県外とも組んでの農

商工連携なのか。宮崎県はつくるのは得意です

けれども、加工とかいろいろするときには県外

の企業の力とかも可能性があって、それは逆に

言うと誘致企業になるのかもしれませんけれど

も、そういったことも含めて農商工連携はでき

るというふうに考えてよろしいのかお伺いした

いと思います。

○森工業支援課長 国の制度におきましては、

例えば宮崎の企業と北海道の農家、あるいは北

海道の農家と宮崎の企業が組むということもオ

ーケーということになっております。それとか

海外への販路開拓についてもオーケーとなって

おります。そういうことを踏まえまして、県の

ほうといたしましてその辺のところをどうして

いこうかということで、今のところは、県の補

助事業ということでございますので、県内の中

小企業、県内の農林水産物をメーンに支援して

いこうかと考えておりますけれども、委員おっ

しゃいましたように、もう少し幅広く考えても

いいのかなという気もしているものですから、

今後その辺のところは詰めていきたいと考えて

おります。

○丸山委員 前回も言ったんですが、宮崎の目

線ではなくて、宮崎外から見た宮崎のよさとい

うのをもう少しリサーチをしてアレンジする人

がいないと、手上げ方式であればいいものがで

きないというふうに思っているんですけれども、

その辺の協議はしていただいたのかお伺いした

いと思います。

○森工業支援課長 基本的には、公募といいま

すか、そういう事業に取り組みたいというとこ

ろが地域力連携拠点の産業支援財団なりに相談

に行って、専門家の意見を聞きながら事業化し

ていくということを、今のところ想定しており

ます。もう一方では、手を上げなくても、県内

各地区にいろんな隠れている地域資源があるの

ではないかと、そういうものをもう少し県のほ

うで発掘してほしいという御意見かと思います

けれども、その辺のところも、地域力連携拠点、

それから特に市町村につきましても、ＰＲとい

いますか掘り起こしについてお願いをしていき

たいと思っているところでございます。

○丸山委員 要望になりますが、県外の人から

見た宮崎のよさというのをもう少ししっかりリ

サーチしていただいて、前回の委員会でも言っ

たかもしれませんが、食を引っ張っている大き

なキーポイントは女性でありますので、女性の

視点、県外の女性が宮崎をどう思っているのか、
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県内の女性がどう思っているのか、そういった

目線も考えていただいて、宮崎の農産物はこん

なものがあって、これとこれをコラボレーショ

ンするとこんないいものができますというよう

な柔軟な発想をしていただいて、農商工連携

が、10年後にやっていてよかったなというふう

な形になることをお願いしたいと思います。

○緒島委員 工業支援課長が言われたことは、

推進体制が今のところまだ県庁内だけの体制と

いうことですが、これを広めて市町村を含めた

ネットワーク会議というのを早く立ち上げて、

全県的なものの中で、農業が頭に来るわけです

から、農業振興と絡めた工業振興ということに

なるわけですので、ある意味では私は工業支援

課がここでいいのかという気もせんでもないん

ですよね。それは当然どこでもいいんですけれ

ども。そういう全体的なネットワーク、あるい

は庁内の連絡会議等密にして、それから全体を

深めていかんと、かけ声だけに終わるんじゃな

いか。また、3,400万の運用益でいいのか、それ

は足らんというぐらいに本当はなからにゃいか

んわけですよね。そういう中で宮崎県の農業振

興の中で商工と付加価値を高めて地域活性化に

寄与する。やはり企業誘致ということよりも、

宮崎にマッチした振興策はこれだというふうに

思うので、そのあたりを十分進めていくべきだ

と思うんですが、このあたりは部長としてどう

考えておられるか。

○高山商工観光労働部長 農商工連携事業とい

うのは、国のほうは、食の関係とかそういう関

係で、農業が活発なところについて、付加価値

を高めてそれを活性化するというのが基本です

が、特徴として、従来は一地域内というのがあ

りますが、それは県外との連携でもいいよとか

いうのがあります。それから商という部分があ

る、これが一つ大きな特徴であると思います。

そして具体的な事業に対する支援であります

けれども、これにつきましては、今回のファン

ドの関係で県内の特産品を使った新商品の開発

あるいは販路開拓を支援いたしますけれども、

国の法律の中で、２ページに書いてございます

いろいろな支援措置、これについては設備投資

とか低利融資、債務保証などに限られています。

ただ、全体の事業の中でこれ以外の事業、例え

ば新連携事業がありましたり、地域産業資源活

用プログラム、県内では270の資源を特定してい

ますが、これを活用した新製品の開発等に対す

る支援措置、そういった直接の国の支援のほか

の事業があります。そういったものも取り込ん

でやっていかにゃいかんと。そのためにいろん

な県内のシーズを拾い上げていくと。そこで初

めてネットワーク会議とかが出てくると、非常

に大きな役割を果たしてくるということがある

と思います。

そういったネットワーク会議は、国との関係

等で若干まだ進んでいないところがございます

けれども、それを発揮していろんな情報をつか

んで、国の施策で取り込んでやれる支援の部分、

それが厳しいところを県のファンドでカバーし

ていく、そういった広い視点を持って事業を進

めていく必要があると思っています。そういっ

たことで、各市町村、各事業体も含めまして意

見交換しながらよりよいものを探していくと、

そしてよりよい事業を取り込んでいくように進

めていきたいと思っています。

○緒嶋委員 見通しとして、ネットワーク会議

をいつごろまでに設置しようというふうに考え

ておられますか。

○森工業支援課長 年内には開催したいという

ように考えております。
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○緒嶋委員 年内というのは12月までというこ

とですか。

○森工業支援課長 そうでございます。

○緒嶋委員 そういう積極的な対応の中に、や

はり県のファンドの支援ではなくて国の制度を

利用してやったほうがいいですよというのが本

当はふえてくるほうがいいわけですよね。そう

いうことであれば、全体的にこれに強力な支援

体制、またネットワーク等も含めて、手を上げ

てくる人が多いものに持っていかにゃいかんと

思いますし、今、宮崎県の経済情勢が大変厳し

い、これは有効求人倍率でもわかるわけだが、

何とかして地域活性化の起爆剤にする。国の制

度と県のファンドも含めて、そういうふうな意

気込みで、これは農業サイドと連携をいかに密

にするかということも重要なわけでありますの

で、県庁連絡会議の体制というのはどういうふ

うになっているわけですか。県庁内だけの体制

を見た場合どういう体制になっているのか。

○森工業支援課長 主に、農政水産部、環境森

林部の林業関係、商工観光労働部の関係課が集

まりましてやっております。

○緒嶋委員 私は、一部の部だけではなく、県

民政策部まで入れて全庁的な体制を組んで庁内

一丸となった体制をしくべきじゃないかと思う

んです。関係するところだけというよりも、大

きな意味ではすべて関係があるわけだから、そ

ういう体制はつくれないのか。

○森工業支援課長 現在のところ、このファン

ド、それからファンドの創設に当たっての連絡

調整、今後どうやって事業を進めていこうかと

いう形でスタートいたしております。これから

は実際の事業推進ということになりますので、

そういうことも踏まえまして県庁内の推進体制

を構築していきたいと思っております。

○緒嶋委員 この連絡会議のトップはだれです

か。

○森工業支援課長 工業支援課の新事業支援の

担当主幹でございます。

○緒嶋委員 このようなすばらしいものを担当

主幹の会議でいいのか。部長。

○高山商工観光労働部長 事業のスキームとか

具体的なかなり細かいことをやっている関係で

この連絡会議をつくっております。そこを踏ま

えて、事業の中身全体でネットワーク会議をつ

くろうということでございますので、今の事業

構成につきましては十分それで進んでおるとい

うふうに考えております。

○緒嶋委員 やはり、これだけのものをやろう

という国との連携の中では、専門部会をつくる

のはいいけど、格を上げるというと言葉は悪い

けど、もうちょっと体制を強化して、全庁的な

体制の中で進めておるという積極性がなければ、

各市町村もついてこんですよ。主幹とか担当の

リーダー対応ぐらいでは。もうちょっと積極性

を持って事業を進めなければ、宮崎県の置かれ

ておる厳しさというのをあなたたちが一番先に

認識せないかんわけですから、そういう意味で

は体制をもうちょっと強化すべきだということ

を強く要望しておきます。

○萩原委員 工業支援課長、１、２ページの農

商工連携の、申請から認定を受けて融資の実行

まで、時間的にはおおむねどの程度考えていらっ

しゃるんですか。半年、１年。

○森工業支援課長 まず、国のほうの制度でご

ざいますけれども、事業計画の認定ということ

で、国のほうに申請して認定を受ける。その後

に国のほうが補助事業を応募するということに

なりますので、その期間が、今回のケースです

と２カ月ぐらいの応募の期間がございましたの
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で、認定を受けて補助事業の申請決定に至るま

で半年ぐらいかかるのではないかと思っており

ます。

なお、融資につきましては、いろんな融資の

制度がございますので、国のほうの日本政策金

融公庫に申し込みをするということになります

と、もう少し早くなるかとは思っております。

○萩原委員 民間というのは、それをするのに

相当の人件費もつぎ込んでいくわけですからね。

国の関係というのはスパンが大体１年ぐらいな

んです。それでは民間が参ってしまうんです。

だから、こういうのはなるだけ迅速にやってい

ただくように国のほうにも強く要望していただ

きたいと思います。

それから古賀課長、５ページ、３番の「魅力

的な商店・商店街支援貸付」ですけれども、融

資対象に商店街の整備とかが入っていますが、

これはそれなりの法人格がないと申し込みはで

きないんですか。例えば任意の通り会、あるい

は個人なのか。

○古賀経営金融課長 貸付の相手方は法人格も

しくは人格がないといかんですよね。となりま

すと、個人の場合は大丈夫だと思いますけれど

も、任意組合の場合は、人格がございませんの

で無理かと思います。

○萩原委員 それから６ページ、創業・新分野

への進出、これは建設業はどの程度でしたか。

○古賀経営金融課長 ただいま57件ある中では、

どこから来られたかというのは不明でございま

す。申しわけございません。ただ、どういった

業種が多いかと申しますと、小売・サービス業

に進出されている、もしくは創業されている方

が多うございます。

○米良委員 最前も農業を取り巻くいろんな厳

しさから話があったんですが、農業は農業なり

に、あるいは漁業は漁業なりの厳しさがありま

す。加えて中小商店街も、いわゆる大型店の進

出によりまして、ここ10年、20年の厳しさから

どう抜け出せばいいのかという政府のこれは苦

肉の策だろうと思うんです。それはいい意味で

ですよ。いい意味で、こういう促進法ができて、

これを日本全国に広げて、農業、漁業あるいは

中小商店街を守ろうということでしょうから、

大変時機を得たいい促進法ができたなと、こう

思います。しかし、今、厳しい質問や意見があ

りますように、これをどう展開を図っていくか

ということが、浸透を図っていくかということ

が、皆さんに課せられた非常に大きな課題だろ

うと思いますし、我々もそういう側面から見て

いかなきゃならんと思いますけどね。例えば、

中小商店街の皆さんたちが組織しております商

工連合会がありますよね。この人たちの動きを

見ておりますと、非常にちゃちなことを考えて

いるんです。皆さんが期待をしているような大

きな法人的な、あるいは経営体をつくっていこ

うという動きは、今のところ見えてないような

気がするんです。

そこで、１ページを見ておりますと、いわゆ

る基本方針が２つに分かれて申請なり認定なり

ありますけれども、右のほうを見ておりますと、

支援事業計画が非常に大きなウエートを占める

と思うんです。ここの中に、「事業者等に対する

指導・助言等の支援を行う計画を作成」という

のがありますけれども、ここあたりが整ってい

かないと前には進まないんじゃないかと思えて

仕方がないんです。今、中小商店街、商工連合

会を組織する皆さんたちがこれに対するいろん

な取り組みを非常に興味深く持っておるような

気がしてならんわけです。それを前提として、

ここの支援を行う計画の作成を行っていく段階
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で、皆さんがどうこれに携わり、あるいは皆さ

んたちの知恵と力をかりていかなきゃならんか

という大きな期待があるわけです。私はそう思

うんです。その場合に、商工会連合会あたりと

の密接なつながりの中でどういうものをつくり

上げていこうとしているのか、そこあたりの考

え方をお聞かせ願えませんか。

○森工業支援課長 まず、冒頭御説明しました

ように、この事業を推進する際の支援機関とい

たしまして、地域力連携拠点というものを今、

県内５つ設けております。この中には県の産業

支援財団のほかに商工会、商工会議所、これも

４つ含まれております。さらに、地域力連携拠

点の運営に当たりましてはサポート機関という

ものも同時に設けておりまして、この中にはＪ

Ａ、県内の金融機関、商工会議所であれば商工

会連合会、こういったところとも連携してやり

なさいという仕組みになっております。そうい

うことで、当面は地域力連携拠点の活動を活発

にさせて農商工連携の取り組みを促進させてい

きたいと考えております。

もう一つは、今回、事業計画の認定を受けま

した霧島工業クラブ、これは都城にございます

けれども、こちらのほうも農商工連携の取り組

みに対する支援、非常に活発な動きをやってお

ります。こういったところも支援をしていきた

いと思いますし、ほかにも候補になりそうな機

関もございますので、そういったところも一緒

になってやっていきたいと思っております。例

えば農業法人経営者協会という組織もございま

すので、こういったところにもぜひこの支援事

業に取り組んでもらいたいと考えているところ

でございます。それからＪＡのほうでは、社団

法人の食品の研究所を持っておりますので、こ

ういったところも活用していきたいというふう

に考えているところでございます。

○米良委員 商工会の皆さんたちの意見を聞い

ておりますと、新商品の開発ということに非常

に興味を持っておるんです。県内の異業種の皆

さんたちが集ってそういうものを開発していく

ということは、可能な部分もあるでしょうし、

地域的に不可能な部分もあると思うんですが、

今の段階では非常に考えることはチャンスなん

です。大きな経営体、企業としての枠組みがで

きるか。私はそうあってほしいと思いますけれ

ども、今の段階では、個人的に加工食品をつくっ

てみたり、そういうちっぽけなことしか考えて

いない。やっと歩きだしたところでしょうから

そういうニュアンスに映ると思います。持続性

あるいは継続性ということから考えると、一つ

の大きな経営体をつくって発展的にそれが可能

なようになっていかないと、絵にかいたもちに

終わってしまうのではないかと思うものですか

ら。結論的に言いますと、そういう人たちを皆

さんたちがどう指導、助言をしていくかという

ことですよね。どう展開をしていくか、そうい

う一つの流れをきちっとつくってあげないと、

絵にかいたもちに終わってしまうような気がし

てなりません。さっき言いましたように、国か

らおりてきたから自分たちが受け皿としてやる

んだということではなくて、宮崎県の置かれて

おる厳しさの実態を踏まえて、どう展開をして

いくかという指導力が特に大事だと思いますか

ら、そこ辺、将来にわたる一つのビジョンとい

うか流れを、何かありましたら聞かせてもらえ

ませんか。

○森工業支援課長 農と工の連携というのは今

までもずっとあったわけでございますけれども、

特に課題となっていましたのが、例えば商工会

がやろうとすると農業分野のほうになかなか積
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極的に入っていけない。ＪＡのほうが新商品開

発で商工会とやろうとすると、なかなかその辺

でうまく連携がとれないとか、そういう部分が

今まで課題としてございました。その辺の壁を

取り払うというのが今回の農商工連携の促進法

でございまして、その辺の壁を取り払って、例

えばその地域の中で商工会は販売部門をやりま

しょうと、ＪＡと連携を組みまして農業者も含

めて、地域のブランドをどうやって地域で売り

出していこうかと、そういった仕組みを考えな

さいと。国のほうが示しております農商工連携

の88選、これはモデルでございますけれども、

そういった例がかなり88選の中に書いてござい

ます。そういうものを私どもも今後目指してい

きたいと考えております。

その中で、そういった連携体がつくれるよう

な仕組みづくり、どうやってサポートしていく

か、指導していくかということでございますの

で、その辺につきましては、まず１つは県の産

業支援財団の中に今回、地域力連携拠点の指定

を受ける際に専門家を新たに追加で雇っており

ます。さらに６名の専門家がおりますので、そ

ういった方たちも一緒になって、どうやったら

いい連携体がつくれるかということをやってい

きたいと思いますし、また商工会のほうでも、

今回、連携体の支援を都城の商工会議所が指定

を受けております。こちらのほうも外部起用と

いうことで２名の専門家を雇ったところでござ

います。宮崎商工会議所も１名外部の専門家を

雇っておりますので、こういった形でスタート

させたいと考えているところでございます。

○米良委員 課長が今おっしゃられるような、

将来にわたる一つの歩いていく方向性というの

が見えましたので安心しますが、今、課長がおっ

しゃられるように、地域的なやる気のある方、

指導的な立場にある方、こういうものを十分理

解して、もちろん異業種の集まりでしょうから、

そういう人たちで人材発掘をしながら、これに

対する宮崎県の方向性、取り組み姿勢、そうい

う組織をつくらないといかんと思います。課長、

ぜひひとつそういうのをつくり上げて、これが

絵にかいたもちに終わることなく、実際に持続

性、継続性があるような農工商連携、これは言

うは簡単だけれども行うは難しいと思います。

そういう視点に立ってひとつお願いします。こ

れは要望でいいと思います。

○太田委員 ５ページの宮崎県中小企業融資制

度についてでありますが、これは本当に雇用創

出なり産業の活性化の大きな助けになっている

と思います。５つほど例示してありますが、こ

れは原資は県単なのか、国の制度を使ったやつ

なのか、その辺を確認します。

○古賀経営金融課長 県の予算でございます。

○太田委員 窓口は、金融機関であれば至ると

ころでということになるのか。

それと、融資残高が151億ほどあるわけですが、

それだけ活用されているという証拠だろうと思

いますけど。この返済の状況とか、これが順調

にいっているのかどうかでも結構なんですが、

ちょっと難しい状況が出てきましたねとかいう

ことなのか。イメージ的にはどうなんでしょう

か。

○古賀経営金融課長 県内の銀行、信用組合と

か信用金庫。みずほ銀行を除いてすべての金融

機関で取り扱いをしております。

それと、償還が順調かということで、それを

示す一つの例として代位弁済というのがあると

思います。保証協会が金融機関に債務者にかわっ

て支払ったものがどうかということでございま

すが、９月末で代位弁済が前年対比で160％ほど
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ふえております。金額で申し上げますと21

億9,000万ということで、昨日でしたか全国の発

表があったと思いますが、全国は27％だったと

思いますけれども、それよりも相当県内につい

ては悪い。業種で申し上げれば、特に21億9,000

万のうちの半分以上を占めておりますのは建設

業です。これが約12億2,500万で、対前年比で申

し上げますと179.6％という状況でございます。

今そういった状況にございます。

○太田委員 代位弁済がふえるということは

ちょっとまずいかなというイメージでとらえて

いいと思うんですが、焦げつきとかいろいろ将

来あるかもしれませんけれども、こういったの

は、例えば交付税措置されるとか一切ない、県

単での完全な貸し借りということになるわけで

すか。

○古賀経営金融課長 ５ページに書いておりま

すような貸付につきましては、責任共有制度と

いうのが昨年の10月１日から始まりまして、貸

付残高のうち80％は信用保証協会が保証します

けれども、20％はそれぞれの金融機関がリスク

負担してくださいということになります。例え

ば80％のうち保証協会のほうは全国の組織のほ

うに再保険をいたしております。再保険で大体70

～80％ですから、100％補てんされるものもござ

います。10％ぐらいは補てんされない部分があ

る。最大10％ですけれども、これについては県

のほうで２分の１損失補償している。それにつ

いては交付税の積算には入っているようでござ

います。

○髙橋委員長 ほかにございませんでしょうか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○髙橋委員長 ないようですので、これで終わ

りたいと思います。

執行部の皆さんは御苦労さまでした。ありが

とうございました。

暫時休憩いたします。

午前11時49分休憩

午前11時50分再開

○髙橋委員長 委員会を再開いたします。

協議事項（１）の次回の委員会についてであ

ります。

次回の委員会は、事務局案で12月15日の午前10

時から行うことを予定しております。

次回委員会での執行部への説明、資料要求に

ついて、何か御意見や要望がありましたらお出

しください。

○緒嶋委員 新分野進出の詳細を調べてもらい

たい。

○髙橋委員長 今、緒嶋委員から出された意見

は、きょうの資料の６ページの創業・新分野進

出支援貸付の詳細、内訳を資料要求したいとい

うことです。

○井上委員 倒産件数と地域別の件数を教えて

ほしい。

○髙橋委員長 全産業の倒産件数ですね。

○井上委員 県が把握している、業種と地域別

の件数。

○髙橋委員長 業種別と地域別の倒産件数の資

料を要求したいと思います。

○福田委員 今、説明のあった保証協会の代弁

率の３年ぐらいの推移を見てみたいです。

それと、半分が建設業と言ったですが、１経

営体当たりの代弁金額。12億2,500万の中に２社

とか３社の場合もありますし、100社とかいろい

ろあります。どれくらい入っているか知りたい

ですね。

○髙橋委員長 大きな金額を幾つか挙げてもら

うということですね。
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○井上委員 農業のほうも一緒に入れて挙げて

もらうといいと思います。

○福田委員 農業信用保証協会や、林業もある、

保証協会が３つある。固有名詞が出らんからい

い。また、類似県の保証代弁率を比較するとお

もしろい。

○髙橋委員長 今、福田委員からありましたの

は、代位弁済３部門の３年推移を資料要求とい

うことで、主立った金額の大きいものから幾つ

か挙げてもらうということですね。

○福田委員 企業は一般の保証に入っているか

分からないけれども。

○丸山委員 農商工連携の体制のあり方につい

て、緒嶋委員と一緒なんですが、農政とか商工

とかじゃなくて、宮崎県が生き残るために、農

商工連携を10年間でしっかりやれる体制づくり

のためには、経済部とかいった新しい部の再編

まで含めてやる気があるのかどうかというのを

しないと、これは無理だと思っているんです。

県民政策部なのかよくわかりませんが、そうい

うのを先に意見聴取させていただいて、そこに

この体制をどう取り組むのかというのをしっか

り強く言いたいと思っています。

○髙橋委員長 暫時休憩します。

午前11時54分休憩

午前11時59分再開

○髙橋委員長 委員会を再開いたします。

次回の委員会は、農商工連携の体制のあり方

について、知事の意気込みといいますか、部の

再編も含めた知事の考え方を聞くということで、

知事に出席を求めることとします。

それでは、いろいろと委員の皆様から意見を

いただきましたので、そういったことを参考に

しながら、次回委員会の内容については正副委

員長に御一任いただけますでしょうか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○髙橋委員長 それでは、そのようにさせてい

ただきます。

次回の委員会は、定例開会中の12月15日にな

りますので、よろしくお願いいたします。

それでは、以上で本日の委員会を終わります。

午前11時59分閉会


